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2008 年 4月 7日 

各 位 

会 社 名 イオン株式会社 

 

 

 

 
 
 

定款定款定款定款のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    
 
 
 当社は、2008 年 4 月 7 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2008 年    
5 月 15 日開催予定の当社第 83 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、  

下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 

 

 

1.定款の一部変更 

 (1)定款変更の目的 

   当社は、ＧＭＳ事業をはじめとする小売事業を吸収分割の方法により当社完全子会

社の「イオンリテール株式会社」に承継させ純粋持株会社となります。従前の事業持株

会社から純粋持株会社へと経営組織を変更することに伴い、定款第 3条に定める目的及

び第 30 条の執行役の員数を変更するものであります。 

   なお、本変更につきましては、吸収分割契約承認議案（第１号議案）をご承認いた

だき、かつ、同議案における吸収分割の効力が発生することを条件として、2008 年   

8 月 21 日付をもって効力が生じるものとします。 

   また、当会社の事業年度は、毎年 2 月 21 日から翌年 2 月 20 日までの１年間として

おりますが、連結決算及び経営情報開示の円滑化を図るため、これを毎年 3月 1日から

翌年 2月末日までの 1年間に変更することといたしたく、現行定款第 12条、第 34 条及

び第 35 条について所要の変更をするとともに、その他条文の整備を行うものでありま

す。 
 

 (2)定款変更の内容 

   変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

 (3)定款変更の日程 

   効力発生予定日  2008 年 5 月 15 日とする。 

ただし、第 3条(目的)及び第 30条（執行役の員数）の変更は 2008

年 8月 21 日とする。 

 

以 上 
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 （下線部が変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

第１条    第１条     
    （条文省略）    （現行どおり） 

第２条    第２条     
（目的） （目的） 
第３条 当会社は、下記の事業を営むこと

を目的とする。 
第３条 当会社は、以下の事業を営む会社

およびこれに相当する業務を営む

外国会社の株式または持分を保有

することにより、当該会社の事業

活動を支配または管理することを

目的とする。 
１ １ 
   （条文省略）    （現行どおり） 

24 24 
25  損害保険代理業および生命保険 

募集業ならびに損害保険会社に 
対する特定証券業務（証券取引 
法第 65 条の２第 11 項）の委託 
の斡旋および支援 

25   損害保険代理業および生命保険 
   募集業ならびに損害保険会社に 

対する特定金融商品取引業務の 
委託の斡旋および支援 

26  証券仲介業 26  金融商品仲介業 
27   （条文省略） 27   （現行どおり） 
28   （条文省略） 28   （現行どおり） 
29  前各号に関する事業および銀行 

業を営む会社の株式を保有する

ことによる当該会社の事業活動

の支配・管理 

29  銀行業 

(新設) ② 当会社は、前項各号（第 29 号を 
除く。）の事業および前項各号に関

連または付帯する事業を営むこと

ができる。 
第４条 第４条 

   （条文省略）     （現行どおり） 
第６条 第６条 

  
第２章 株 式 第２章 株 式 

  
（発行可能株式総数、株券の発行、単元株式

数および単元未満株券の不発行） 
（発行可能株式総数、株券の発行、単元株式

数および単元未満株券の不発行） 
第７条 当会社の発行可能株式総数は 24 

億株とする。 
第７条 当会社の発行可能株式総数は 24 

億株とする。 

～ ～ 

～ ～ 

～ ～ 

（別紙） 
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 （下線部が変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

当会社の単元株式数は 100 株と 
する。 

② 当会社の単元株式数は 100 株と 
する。 

当会社は、株式に係る株券を発 
行する。ただし、単元株式数に 
満たない株式（以下「単元未満 
株式」という。）に係る株券は、 
株式取扱規則に定める場合を除 
き、発行しない。 

③ 当会社は、株式に係る株券を発 
行する。ただし、単元株式数に 
満たない株式（以下「単元未満 
株式」という。）に係る株券は、 
株式取扱規則に定める場合を除 
き、発行しない。 

第８条   （条文省略） 第８条   （現行どおり） 
（株主名簿管理人） （株主名簿管理人） 
第９条 会社は、株主名簿管理人を置 

く。 
第９条 当会社は、株主名簿管理人を置 

く。 
株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は取締役会の決議をも

って定め、これを公告する。 

② 株主名簿管理人およびその事務 
取扱場所は取締役会の決議をも 
って定め、これを公告する。 

当会社の株主名簿（実質株主名 
簿を含む。以下同じ。）、新株予 
約権原簿および株券喪失登録簿 
の作成ならびにこれらの備え置 
きその他株主名簿、新株予約権 
原簿および株券喪失登録簿に関 
する事務は株主名簿管理人に委 
託し、当会社においてはこれを 
取扱わない。 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名 
簿を含む。以下同じ。）、新株予 
約権原簿および株券喪失登録簿 
の作成ならびにこれらの備え置 
きその他株主名簿、新株予約権 
原簿および株券喪失登録簿に関 
する事務は株主名簿管理人に委 
託し、当会社においてはこれを 
取扱わない。 

第 10条   （条文省略） 第 10条   （現行どおり） 
  

第３章 株主総会 第３章 株主総会 
  
（総会の招集） （総会の招集） 
第 11 条 当会社の定時株主総会は、基準 

日の翌日より３ヵ月以内に招集 
し、臨時株主総会は、必要に応 
じて随時招集する。 

第 11 条 当会社の定時株主総会は、基準 
日の翌日より３ヵ月以内に招集 
し、臨時株主総会は、必要に応 
じて随時招集する。 

株主総会は、本店所在地または 
東京都千代田区もしくはこれら 
に隣接する地において招集する。 

② 株主総会は、本店所在地または 
東京都千代田区もしくはこれら 
に隣接する地において招集する。 
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 （下線部が変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

株主総会は、法令に別段の定め 
ある場合を除くほか、取締役会 
で選定された取締役が招集する。 
選定された取締役に事故あると 
きは、取締役会で定めるところ 
により他の取締役がこれにあた 
る。 

③ 株主総会は、法令に別段の定め 
ある場合を除くほか、取締役会 
で選定された取締役が招集する。 
選定された取締役に事故あると 
きは、取締役会で定めるところ 
により他の取締役がこれにあた 
る。 

（基準日） （基準日） 
第 12 条 当会社の定時株主総会における 

議決権の基準日は、毎年２月 20
日とする。 

第 12 条 当会社の定時株主総会における 
議決権の基準日は、毎年２月末 
日とする。 

第 13条 第 13条 
   （条文省略）     （現行どおり） 

第 16条 第 16条 
  

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 
  
（取締役の員数） （取締役の員数） 
第 17 条 当会社の取締役は、12 名以内と 

する。 
第 17 条 当会社の取締役は、12 名以内と 

する。 
取締役のうち２名以上は社外取 
締役とする。 

② 取締役のうち２名以上は社外取 
締役とする。 

（取締役の選任） （取締役の選任） 
第 18 条 取締役の選任は、株主総会にお 

いてこれを行う。 
第 18 条 取締役の選任は、株主総会にお 

いてこれを行う。 
取締役の選任決議は、議決権を 
行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数

をもって行う。ただし、取締役の

選任は累積投票によらないもの

とする。 

② 取締役の選任決議は、議決権を 
行使することができる株主の議 
決権の３分の１以上を有する株 
主が出席し、その議決権の過半 
数をもって行う。ただし、取締 
役の選任は累積投票によらない 
ものとする。 

（取締役の任期） （取締役の任期） 
第 19条 取締役の任期は、選任後１年以内

に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。 

第 19条 取締役の任期は、選任後１年以内 
に終了する事業年度のうち最終 
のものに関する定時株主総会の 
終結の時までとする。 

補欠または増員により選任され 
た取締役の任期は、他の現任取 
締役の残任期間と同一とする。 

② 補欠または増員により選任され 
た取締役の任期は、他の現任取 
締役の残任期間と同一とする。 

第 20条   （条文省略） 第 20条   （現行どおり） 

～ ～ 
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 （下線部が変更箇所であります） 
現行定款 変更案 

（取締役会の権限） （取締役会の権限） 
第 21 条 取締役会は、法令またはこの定 

款に定める事項のほか会社の業 
務を決定し、取締役および執行 
役の職務の執行を監督する。 

第 21 条 取締役会は、法令またはこの定 
款に定める事項のほか会社の業 
務を決定し、取締役および執行 
役の職務の執行を監督する。 

取締役会は、法令またはこの定款

に定める一定の事項を除き、会社

の業務の決定を執行役に委任す

ることができる。 

② 取締役会は、法令またはこの定款

に定める一定の事項を除き、会社

の業務の決定を執行役に委任す

ることができる。 
第 22条   （条文省略） 第 22条   （現行どおり） 
（取締役会の決議） （取締役会の決議） 
第 23 条 取締役会の決議は、取締役の過 

半数が出席し、その取締役の過 
半数をもって行う。 

第 23 条 取締役会の決議は、取締役の過 
半数が出席し、その取締役の過 
半数をもって行う。 

当会社は、会社法第 370 条の要 
件を満たしたときは、取締役会 
の決議があったものとみなす。 

② 当会社は、会社法第 370条の要 
件を満たしたときは、取締役会 
の決議があったものとみなす。 

第 24条 第 24条 
   （条文省略）    （現行どおり） 

第 25条 第 25条 
  

第５章 委員会 第５章 委員会 
  
第 26条 第 26条 

   （条文省略）    （現行どおり） 
第 29条 第 29条 

  
第６章 執行役 第６章 執行役 

  
（執行役の員数） （執行役の員数） 
第 30条 当会社の執行役の員数は、30名 

以内とする。 
第 30 条 当会社の執行役の員数は、25 名 

以内とする。 
第 31条 第 31条 

   （条文省略）    （現行どおり） 
第 32条 第 32条 

～ ～ 

～ ～ 

～ ～ 
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 （下線部が変更箇所であります）

現行定款 変更案 
（代表執行役および役付執行役） （代表執行役および役付執行役） 
第 33 条 会社を代表すべき執行役は取締

役会の決議により選定する。 
第 33条 会社を代表すべき執行役は取締 

役会の決議により選定する。 
取締役会は、その決議により執

行役会長、執行役社長各々１名

および執行役副会長、執行役副

社長、専務執行役、常務執行役

各々若干名を選定することがで

きる。 

② 取締役会は、その決議により執 
行役会長、執行役社長各々１名 
および執行役副会長、執行役副 
社長、専務執行役、常務執行役 
各々若干名を選定することがで 
きる。 

  
第７章 計 算 第７章 計 算 

  
（事業年度および決算期） （事業年度および決算期） 
第 34条 当会社の事業年度は、毎年２月 

21日から翌年２月 20日までの 
１年とし、事業年度末日をもっ 
て決算期とする。 

第 34条 当会社の事業年度は、毎年３月 
１日から翌年２月末日までの１ 
年とし、事業年度末日をもって 
決算期とする。 

（剰余金の配当） （剰余金の配当） 
第 35条 当会社は、剰余金の配当等会社 

法第 459条第１項各号に定める 
事項については、法令に別段の 
定めがある場合を除き、株主総 
会の決議によらず取締役会の決 
議により定める。 

第 35条 当会社は、剰余金の配当等会社 
法第 459条第１項各号に定める 
事項については、法令に別段の 
定めがある場合を除き、株主総 
会の決議によらず取締役会の決 
議により定める。 

当会社の期末剰余金配当基準日 
は、毎年２月 20日とする。 

② 当会社の期末剰余金配当基準日

は、毎年２月末日とする。 
前項のほか、基準日を定めて剰 
余金の配当を行うことができる。

③ 前項のほか、基準日を定めて剰 
余金の配当を行うことができる。 

配当財産が金銭である場合は、 
その支払開始の日から満３年を 
経過したときは、会社はその支 
払いの義務を免れる。 

④ 配当財産が金銭である場合は、

その支払開始の日から満３年を

経過したときは、当会社はその

支払いの義務を免れる。 
未払いの配当金には、利息を付 
さないものとする。 

⑤ 未払いの配当金には、利息を付

さないものとする。 
 附則 
 第 34条（事業年度および決算期）の規定 

にかかわらず、第 84期事業年度は 2008 
年２月 21日から 2009年２月 28日までと 
する。本附則は、第 84期事業年度経過後、 
これを削除する。 

 


